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第5回衛生工学シンポジウム
1997.11北海道大学学術交流会館

7-4 
71<道芸主芸事議詫や本『ニ d古 tナ忍〉先主桜艶雫霊r3;毘 0:>毒塁手箱珂

自績英一 (横浜市水道局)

1.はじめに

friskJ という英語に対応する適切な詞本語の訳がないといわれている。水と安全は

タダといわれた風土のせいであろうか。 friskmanagementJが境用的に「危機管理J

ないし ryスク管理Jと訳されて用いられていることから、ここでは撤密な定義をしな

いで「ヲスク Jを多用することとしたい。

水道としてのヲスク概愈については、友野(I99 2)、多国(1993)、白水ら(1996)などの

ものがあり、友野の分類は水道に起こリうるリスクを輔広く網羅しており、多泊の分績

は水道事業体の立場から施設運営・健康影響・水道経営に分けている。説明の都合から

友野の分類に従って事例の報告を行うこととする。

水道におけるリスクの友野の分類は表… 1のとおりになっており、自然系リスク、社

会系リスク、人間系リスクに大別している。白水らは、自然系リスクはその発生を予防

するのが不可能であり、多くはその生起についての予糊も非常に難しい。社会系ヲスク

は自然現象でもなく、傭人がその行動や生活の中で発生させるものでもなく、社会活動

の中で不可避的に発生する。そしてその発生の予部が必ずしも不可能ではないが、易し

くはない。人詞系リスクは、社会生活と関連はあるが、どちらかといえば鋼人行為的で

あり、その多くについて、無くすることはできないが、防護策を講じることによってあ

る程度回避することができる、としている。横浜市水道事業に起きた多くのリスクをこ

れらに当てはめることが可能であり、具体的で判り易い分類といえる。以下友野の分類

にしたがっていくつかのリスクの事例とその対応について述べる o

また、ヲスク管理を行うということは、リスクを生組確立と被害規模の組合せで定量

化し、その大きさによる合理的優先順位に従って対策を実行することが求められるが、

横浜市水道事業においてはこの管理手法を実行するに韮っていないのが現状である。

表-1 リスクの分類

a .自然系リスク 地震、落雷、洪水、渇水、風寄、警害、火出噴火、等 o

b.社会系ヲスク 停電、送配水管破裂、失火、塩素漏洩事故、原水水質悪化、

水道水中の発ガン物質 (THM等)の生成、水需婆予潤はず

れ、経営体質悪化、地価高騰、入手不足、等。

c .人間系リスク 水源汚染事故、クロスコネクション、機器誤操作、労務災問、

毒物投入、破壊行為、等。

2. 自然系りスクの事例

自然系ヲスクの事例としては、平成 7年 1s.lの阪神・淡路大震災を契機に取組みがー
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層強化されている地震対策について紹介するとともに平成 8年に起きた冬季・夏季 2度

にわたる渇水への対応を述べる。

1 )地震対策

横浜市においては、大正 12年の調東大地震によって創設水道以来の主浄水揚であっ

た野毛山静水揚が壊滅したほか多くの水道施設が大打撃を受けた。その経験から水道局

では、関東大地震と関規模の南関東地震を指定した地震被害と予防計画・応急対策・災

害復!日計画を実施してきた。阪神・淡路大震災によって、都市部における藍下型地震の

恐ろしさと災害への備えの重要性について痛感することになり、横浜市防災計画を抜本

的に改めた。水道事業においても、南関東地震の被害想定を継続しつつ横浜直下型地震

に却応できる応急対策を検討することとした。また、従来統一性のなかった災害応援計

画についても、大都市水道局聞の相瓦応援を始め水道協会の支部単位での応援を強化す

ることとした。

施設の耐震化というハードの商では、老朽管の吏新の目的をも合わせ持った導・送水

管の耐震化を計画的に進めてきたが、阪神・淡路大震災以降は S書道継手の耐震管を使舟

することで統一し、整備速度をあげるようにした。配水管については、液状化及び震度

7が予相される震域の新設工事や老朽管取り替え工事等の際に、すべて SII裂かNS型

の耐震継手を使用することとした。また以前から、壊立て等の軟弱地盤や緊急給水栓を

設置するノレートについては SII型鋳鉄管を使用してきている。

阪神・淡路大麓災では、橋梁添加管の落管が目立ったほか水管橋の橋台及び理設管と

の接続部で離脱があったとlいうことなので、以前から実施している耐震診断と補強を強

化することとしている。耐震診断については、 1997年改定の水道施設耐震工法指針

に基づいて行うこととしたため、平成 8年発注分については工期延期をして指針の改訂

内容に合わせた。

応急対策というソフトの面では、応愈給水拠点の整備を図っている。配水池での応愈

給水が容易にできるよう緊急給水設備を設置するとともに運搬給水車輔への供給施設を

整備している。また、地域防災拠点のうち、配水池から lkm以遠の地域盟主療救護拠点に

指定された小中学校を中心に 60 rrl循環式地下貯水槽を配備している。発災時の地下貯

水槽の操作運営については、水道局を退職した職員に委嬬した水道局災害時支援協力員

をや心に地域妨災拠点の運営委員会メンバ}等ボランティアの協力を得るようにし、給

水訓練を実施している。

阪神・淡路大震災の教訓に習って、大都市水道局ではそれぞれの都市ごとに第 1、第

2の応譲幹事都市を決めており、横浜市と名古屋市が椋互に第 2応援幹事都市になって

いることから、施設図・那智図面の交換、応援隊受入れ施設の視察、備蓄資材の保管状

況調査等を実施するための事前会議を開催している。

横浜市では、発災時の応援都市受入れに向けて、拠点別に体制を整備することにして

おり、担水池構内に指舎、資材置場等受入れ施設を順次建設している。さらに、応援都

市受入れには、応愈活動マニュアノレを木目細かく策定することの必要性を感じており、
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応急給水と応急復旧の訪11練を続けながらその整備を図っているところである。

2 )渇水への対応

近年の日本の降水量は、昭和 40年頃からの少雨の発生の多さに加え、記録的多雨で

あった平成 5年と厳しい渇水に見舞われた平成 6年に象徴されるように、そのバラツキ

が大きく、特に、昭和 53年、 59年、 61年、 62年および平成 6年に見られるよう

な異常少爵がその特徴としてあげられている。

横浜市においては、東京砂漠といわれた昭和 39年:;t!}ンピック潟水、昭和 42年の

数十年ぷりといわれた神奈川の異常渇水以降、節水協力要請を行ったものの給水制限を

行うことなく異常少雨に対応してきた。そのため、神奈川県は水資源先進擦といわれて

いたし、事実、県内に次から次へとダム態設を実施し、急増する人口と競争するように

水道用水の確保に努めてきた。

しかし、平成 7年の夏以降、記録的な少南により異常潟水に見舞われ、平成 8年には

冬期・夏期 2度の給水制限を 29年ぶりに行わざるを得なくなった。城山ダム上流域に

おける平成 7年 8月から 12月までの薄氷量は421.3鵬であり、平成 8 年 1 月から 6~

までは421.9臨であった。この 11ヵ月の降水量合計は843.2四で観測以来の平均値であ

るし 571.5mmに対して 54%であった。開様に三保ダム上流域では 53%に止まり、観

測史上最少僚を記録した。

ダム貯水率は、 7 年 8 月から流入量の極端な低下のため激減し始め、 9~ 、 10月は

多少の流入増があったことで回復傾向をみたが、 11月から湿年2月までは取水の自主

削減等の潟水対策を行っても減少の一途をたどった。 2月 26 I=lから 51}も、 3月4日か

ら10%の敢水制限を行い、貯水率が 70%を回復した 4月 24 I=lまで 59 I=l潤、約 2

カ月需の制限が続いた。

横浜市水道局においては、 7年 11月に渇水対策準備連絡委員会を設置し、水源披替

に伴う水運用や取水制限に伴う給水命日限の方法等の検討を開始した。 8年 1~ 8 I=lには、

水道局異常渇水対策本部を立ちあげ、給水制限を実施する場合の具体的資料作成に入っ

た。資料作成の段階では、給水制限の経験がある職員がほとんどいない状態であったた

め、渇水経験のある都市に職員を派遣し、具体的な制限の方法について教示を願った。

2月 20日には県に渇水対策本部が設置されることになり、横浜市においても市長を

本部長とする横浜市異常渇水対策本部を設寵し、取水儒限に対応することとなった 2

~ 2 6日からの 5%の取水制限に伴って、ポンプ場での吐出圧制御 6ヵ所、配水本管バ

ノレブ操作 12カ所を実施し、大ブロック 18ヵ所の最高給水地点最小動水庇O.147MPaを

確保する給水制限の方策をとった。また、 10%の取水制限に伴う給水制限として、大・

小 14 7のブロックを設定し、各ブロックの最高給水地点最小動水圧O.098MPaを確保す

るよう、ポンプ吐出圧制御 14ヵ所、配水本管パノレブ操作 343ヵ所の減圧操作を実施

した。 10%を超える取水制眼に対しては、消火用水確保のためにこれ以上の減圧は難

しいこととこれ以上の濁水を出すことは市民への影響が大きいこと等があり、時期断水

を;念頭に置くこととした。幸い 3月中旬降雨に恵まれ貯水率が徐々に回復したため、 4
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f.l 24~1こ冬期の制限は解除になった。

しかし、 5月中旬以降少閑となり、 6月の初旬に梅雨入りした後もまとまった降雨が

ほとんどなく、 6月の降水量は観測以来の最少となり、再び潟水の様相を量し始めた。

冬期とは異なり、水道舟水、農業用水ともに使用量の最盛期を遊えていたことから、ダ

ム貯水率は 6月下旬には 43%にまで減少した。そのため、取水の自主削減、水源披替、

東京分水削減の措置を講じたが、 7月4おに県及び市の渇水対策本部が再び設置される

ことになった。翌 5~から 5 1}ら、 1 1日からは 10%の取水制眼に入り、横誤市水道局

においては 1年に 2回目の給水制罷に突入せざるを得なかった。

51}もの制限に対しては、給水量が冬期よりも増えてはいたが、ポンプ制僻およびパル

プ操作により前回開様ブロックの最高給水地点最小動水庄0.147MPaを確保する給水制限

の方策をとった。 10%の取水制限に伴う給水鰯鍛に対しては、冬期渇水の反省として、

作業実施に捺し断水及び濁水の影響は避けられなかったこと、高台地IKの住民のみに犠

牲を強いる形となり、公平性を考えると問題が残ったこと、消妨7.1<和の確保に捺しては

パルプ操作に出動する職員に精神的負担が大きかったこと等があった。そのため最終段

階の時間給水制援に入る前段の考え方として、第 1段階減圧給水後において比較的水庄

に余裕があると思われる0.294巡Pa以上の区域の給水装置に設寵されている補助止水栓お

よび同区域内の共用止水栓操作による制限在実施することとし、約 40万戸を対象に職

員と管工事組合員延べ7，000人以上を動員して操作を行った。この操作による給水の制

親最は約 4%と見込まれ、操作された止水栓は約半数であったことから、実擦の節水量

は2悦程度と推定される。また、このことにより市民の渇水に対する魚機感が高まり、

実際に節水に心がけた市民も多かったことから、全市給水量は対前年比較でかなり減少

した。このうち補助ll::水栓は給水制限解除後も元に震されていないことや節水を継続し

ている市民も多いことから、その後の使用水量に少なからず影響を与えているので、今

後両様の方法を採用するためには一考を要するものと思われる。

3.社会系リスクの事例

社会系リスクの事例としては、篭力会社の送電続事故による停電とその対応及び配水

管破裂事故とその対応について述べる。

1 )送電線事故による停電とその対応

昭和 61年(1986年)3月 23 ~に関東地方を襲った大雪と強風は、神奈川県下相模)11 

下流域において送龍線への着雪による 11基の送電鉄塔倒壊という未曾有の事故を引き

起こした。このうちの 2基が諜川取水ポンプ場の停電の原因となった。この事故により、

相模)JI下流の寒)1/取水壊周辺の水道施設も受電不能となり、神奈川県・横換市・横須賀

市の各水盤は大きな打撃を受けた。

寒川取水ポンプ場は、本市と横須費市との共間施設であり、東京電力からの受電は 2

系統 2回線からなっている。このため、 l系統に事故が発生しても、さらにもう一方か

ら受電可能な施設であり、信頼性の高い施設と考えられていた。しかし、この場合は、
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1系統は送電鉄塔の倒壊により、さらに残りの 1系統も 2回線が共に送電離慣断等の事

故により、それぞれ使用不能となる予想外の事態となった。

このため、水道事業者サイドでは手の打ちょうがなく、議力会社の護!日見通しもはっ

きりせず、調乱に拍車をかける形となった。当時の横浜市の全給水戸数 107万戸のう

ち、停電事故のあった馬入山系統は約 40%を受け持っていた。寒川i取水ポンプ揚が停

電したことにより、市域の南部方富一帯から一部北部方面にかけて、約42万戸に産接

的な影響がでることとなったため、急逮送・留日水系統の切り替えにより断水震域の縮少

を翻ったが、 5区 20万戸については、長時陪断水を臨避する方策がとれなかった。

大雪と強風は自然災害と思われるが、鉄塔の倒壊と受電不能及び長時間の断水は、社

会系のリスクと考えたい。電力会社では電線に難着雪リングを取り付ける発認が既にあ

りながら、この地方においては実施されていなかった。長時開斯水の大きな原因となっ

た水道事業者と電力会社との'清報途絶は、平素から緊急時の連絡体制について協議が不

十分であったことがあげられる。水道事業者としても停篭時に鏑えでの自家発電施設が

整備されていなかったことに反省があった。

これらの反省を踏まえて、電力会社ではこの地域一帯の主要送電線に難着雪リングを

設置した。また、寒}II取水ポンプ場の重要性に鑑み、鉄塔の建て替え強化や 2回線送篭

ノレートの再検討を行い安全性を高めた。横浜市が特に問題とした緊急時の連絡体制につ

いては、水道局本局と東京電力神奈川文j苫との関にホットラインを開設し、毎年連絡者

の確認を文書で行っている。水道事業者の自家発電設備については、それぞれの事業体

の財政事情から一律の対応は取られていない。横浜市においては、寒}11取水ポンプ場に

導水鶴道までの管路に充水できる程度の小型発電装置を設置した。来年度から 2年掛り

で最大取水量の 1/3の降最40万nfの導水ができる自家発電設舗を設援する見通しが

立った。

緊急時に備えての他事業体との連絡管の設置は重饗であり、本市では神奈}II県内広域

水道企業団の梼模川水系建設事業の中で、小雀浄水場系統の議自己水施設での受水地点を

増強している。

2 )配水管破裂事故とその対応

本市水道はわが国近代水道の発祥の地として知られているが、その分明治以来の年数

の経過したパイプも多い。この中で、平成 7年 2月に口径 500mm配水管の破裂事故が

あり、前代未開の 2億 7千万円に及ぶ損害賠償を支払うこととなった。

当該配水管は昭和 33年に布設された高級鋳鉄管であり、布設以来 37年経過してい

るが当市の老朽管の定義には該当するものではない。事故は、横浜市鶴見区の埋め立て

地で地下水位の高い軟弱地盤の道路で発生した。布設当時と異なり、現在は 1日約 3万

台の交通量があり、しかもコンテナE誌を中心に重車輔が l万台を超える場所であった。

破裂事故による被害は、流出した8，000nfの水道水が工事中の送竜繰用調道に入り接

続中の 27万 5千ボルト舟ケープノレ約1，300 m及び工事用機材等を使用不能にしたもの、

送電線用洞道の照明設錆等に損害を与えたもの、送電錦用構道を経出して共開溝工事現
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場を浸水させたもの、信号待ちで止まっていた車3台が冠水し走行不能となったもので

あった。このうちケ}プル及び工事用機材等のさき初要求損害額は 2億 9千万円に遣した。

事故原因について、局内に事故調査特別委員会を設置するとともに学識経験者4人か

らなる事故原因調査委員会で専門的検討をお願いした。専門的検討の結果、パイプは経

年変化による材質劣化は見られず、しかも高級鋳鉄管として必要な強度を備えていた。

事故の原因は、地下水位の変動等により管受け台と砲水管との関にま砂利等の異物が混

入し、その結果、点支持になり破裂したのではないかということであった。

これらを碁にした弁護士の意見書は、事故現場は特に危険性の高い場所であったので、

危険性を少しでも除去できるよう、なるべく早期にダクタイノレ鋳鉄管及びメカニカノレ継

手 S型車に替え、管受け台を使用しない埋め戻し方法を取るなど事故の未然防止をすべき

であった。当局が事故発生以前のしかるべき時期に改修工事をしなかったことに対して

合理的理由があったということは困難であり、営造物の設置にま毘暁はないとしても、管

理にま畏般があったとして、国家賠償法2条 1項に義づく損害賠償責任は免れない、とい

うものであった。

当局は弁護士の意見書等を受け、裁判で争うことを断念し東京電力側等との示談交渉

によって損害額について減額交渉をすることとした。当局ではこの種の事故に対する保

険に加入していなかったが、過去の艶水管破裂事故の補償は 1年平均 3件で補償金額も

年需 200万程度であったこと、保設加入の場合は保険料は年間約 800万円と高額で、

あるうえ、対物の填補限度額が 1事故について 2千万円となっておりメリットがないと

考えていた。

自己水管の破裂事故は何時何処で発生するか予測はできない。今回のように大量の水が

流出するまで止められなく、また破裂現場付近の地下で大規模工事が進められていたと

いうこともある。今回は人命にかかわることはなかったが、何時でもそう幸還があるわ

けではない。交通量の増大など填設状況が当初と変化したような場合が多々あるもので

あるから、財政状況等を勘策するとしても、その危険性をできる限り速やかに除去する

努力を続ける必要性を痛感した事故であった。

4.おわりに

自然系リスク及び社会系リスクについて横浜市における事例の 1、2についてその対

応等そ述べたが、それぞれが規模も頻度も異なり、どのリスクにどの程度力を注ぐべき

か判断に苦慮するところである。生起確立と被害規模の組合せで定量化して優先11慎位を

決めるべきといわれでも、一水道事業体で実施できる能力はないのではないか。今後こ

の分野における調査解析が進み、多くの事例をもとに体系化が鴎られれば、水道事業に

おいても効果的なリスク管理の実行が可能と恩われる。

スペースの都合で人間系ヲスクの事例を述べることはできなかった。横浜市の事例と

して、昭和 44年におきた工業用水道管と配水管の誤接事件とその後の対応、平成 7年

地下鉄サリン事件に端を発した水道水への毒物や紺蕗を投入されるのではないかという

鰐い合わせとその対応などがあるが、別な機会に譲りたい。
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